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農作業中の熱中症対策の推進について（令和７年10月日本農業労災学会第12回大会シンポジウム）
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農作業死亡事故の発生状況

高
齢
者
の
割
合(

％)

死亡者における高齢者の割合

農作業死亡事故調査（農水省）

○ 令和５年の農作業事故死亡者数は236人であり、前年（令和４年）と同水準。

○ 就業者10万人当たりの死亡事故者数は11.6人と増加傾向であり、他産業に比べて高い状態が継続。

○ 年齢別にみると、65歳以上の高齢者の割合が85.6％と極めて、高い水準で推移。
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農作業事故死亡者数の推移

農作業死亡事故調査（農水省）
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就業者10万人当たり死亡事故者数の推移

死亡者数 農 業：農作業死亡事故調査（農水省）
他産業：死亡災害報告（厚労省）

就業者 農 業：農林業センサス、農業構造動態調査（農水省）
他産業：労働力調査（総務省）

（注）就業者10万人当たり死亡事故者数の算出において就業者として
使用していた農業就業人口の調査が令和元年で終了したため、令
和２年から農業従事者数を使用して算出。
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農作業事故発生の内訳

機械の転落・

転倒

 60人

（40.8％）

挟まれ31人

（21.1％）

回転部等へ

の巻き込まれ

 22人

（15.0％）

ひかれ 

19人（12.9％）

機械からの転落 

3人（2.0％）

道路上での自動車と

の衝突 3人（2.0％）

その他 9人

（6.1％）

147人

○ 農作業死亡事故を要因別にみると、「農業機械作業に係る事故」が147人（全体の62.3％）と高い状態が継続。

○ 農業機械作業に係る死亡事故の要因としては、「機械の転落・転倒」が60人（機械事故の40.8％）を占めている。

○ 機械・施設以外の作業に係る事故では「熱中症」が37人（機械・施設以外の作業に係る事故の44.6％）と最も多い。

農業機械事故による死亡の要因（令和５年）

農業機械事故のうち、
「機械の転倒・転落」が
約４割

乗用型トラクター

61人（25.8％）

歩行型トラクター

9人（3.8％）

農用運搬車

12人（5.1％）

自脱型コンバイン

13人（5.5％）

動力防除機

7人（3.0％）

動力刈払機

1人（0.4％）農用高所作業機

3人（1.3％）

その他

41人（17.4％）

熱中症

37人（15.7％）

稲わら焼却中等の

火傷

17人（7.2％）

ほ場、道路からの転落

10人（4.2％）

木等の高所からの転落

3人（1.3％）

その他

16人（6.8％）

要因別の死亡事故発生状況（令和５年）

機械・施設以外の
作業に係る事故
83人（35.2％）

農業用施設作業
に係る事故
6人（2.5％）

農業機械作業
に係る事故

147人
（62.3％）

236人

熱中症による死亡事故者数の推移と
夏(6-8月)における平均気温の基準値からの偏差※

（平成26年～令和５年）
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死亡者数：農作業死亡事故調査（農水省）
平均気温の基準値からの偏差：日本の季節平均気温偏差（気象庁）

※基準値は1991〜2020年の30年平均値。
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令和７年度の農作業安全対策の推進方針

＜重点推進テーマ＞ 学ぼう！正しい安全知識
～農業機械作業研修・熱中症対策研修の拡大と充実、未熟練農業者への研修実施～

その他の取組

① 広報誌やSNSを活用した注意喚起の実施
② 都道府県・地域単位の推進体制の強化
③ 公道走行時の法令遵守
④ 労災保険特別加入の促進
⑤ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範」やGAP の周知・実践
⑥ 農作業事故情報の収集と報告の徹底

主な取組内容

重点推進テーマに基づいた推進活動

〇 強化期間において、「農作業安全に関する指導者」が中心となって、推進目標に即した研修を重
点的に推進する。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

熱中症対策研修実施強化期間 農業機械作業研修実施強化期間

＜推進目標＞  ① 農業機械作業研修の回数の拡大と充実
 ② 熱中症対策研修の回数の拡大と充実
 ③ 未熟練農業者を対象とした専用研修の実施

熱中症対策研修実施強化期間：令和７年５月１日～７月31日（３ヶ月間）

農業機械作業研修実施強化期間：令和７年12月１日～令和８年２月28日（３ヶ月間）

＜強化期間＞
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〇 気温が上昇する前の初夏（５～７月）を熱中症対策研修実施強化期間として設定し、農作業安全に関する指導者を
活用した研修を実施。

〇 熱中症研修実施強化期間では、農林水産省が作成した啓発資材等を活用し、現状に即した熱中症対策に係る知識の
習得を図る。

農林水産省が作成した以下のような研修資材を活
用。必要に応じて、農水省HPに掲載のその他研修資
材も利用しながら、現場の現状に即した熱中症対策
に係る知識の習得を図る。

熱中症対策研修テキスト

研修の留意点

参考：令和７年度熱中症対策研修用資材等

熱中症対策に係る
パンフレット

農林水産省が提示するコンテンツ等を活用し、30分
程度の「熱中症対策」のみをテーマとした研修を実施。

令和６年度補助事業で作成された「熱中症対策アイテム」の活用
方法や効果を整理した啓発資材等を用いて、アイテムの積極的な利
用を働きかける研修を実施。

熱中症対策をテーマとした研修風景
（長野県の優良事例から抜粋）

研修資材

より多くの人に熱中症の知識をつけ
てもらうため、同じ地区で研修を複数
回実施することも検討。

① 熱中症の危険性を周知

② 熱中症対策アイテム研修の実施

③ 同じ地区で複数回実施を推奨

熱中症対策研修実施強化期間
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令和７年度における熱中症対策研修回数（８月末の報告）

○ 令和７年度の熱中症対策研修の実施回数は、4,442回と前年度の年間実績と比較すると約1.6倍に拡大。

6

47都道府県における熱中症対策研修実施回数

熱中症対策研修実施強化期間

令和６年度 2,805（2275※2） 2,151

令和７年度 3,334※3 3,013 ※3

令和6年度

研修実施回数

：101回～

：76回～100回

：51回～75回

：26回～50回

：25回以下

令和7年度（予定含む）

研修実施回数

：101回～

：76回～100回

：51回～75回

：26回～50回

：25回以下

令和6年度 令和7年度

47都道府県における熱中症対策研修実施回数 2,805 4,442※１

うち熱中症対策研修実施強化期間 2,104 3,924※１

※１：令和７年８月２９日時点で報告を受けた値（予定も含む）

（回）



令和７年度における熱中症対策研修受講人数（８月末の報告） 

○ 令和７年度の熱中症対策研修の受講人数は、136,327人。前年度の年間実績と比較すると約1.3倍である。
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令和6年度 令和7年度（予定含む）

（回）

※1：令和５年度は「熱中症対策研修強化実施期間」が設定されていないため、同時期（5-7月）に実施された熱中症対策研修の回数
※2：令和６年4月～7月に実施された熱中症対策研修実施回数
※3：令和７年7月末時点での速報値

研修受講人数

：4,001人～

：3,001人～4,000人

：2,001人～3,000人

：1,001人～2,000人

：1,000人以下

研修受講人数

：4,001人～

：3,001人～4,000人

：2,001人～3,000人

：1,001人～2,000人

：1,000人以下

令和6年度 令和7年度

47都道府県における熱中症対策研修受講人数 101,020 136,327※１

うち熱中症対策研修実施強化期間（５～７月） 64,573 121,814※１

※１：令和７年８月２９日時点で報告を受けた値（予定も含む）

（人）



令和７年度の熱中症に関する状況について

消防庁「夏期における熱中症による救急搬送人員の調査」（令和7年8月の救急搬送人員数は速報値）気象庁「日本の月平均気温偏差」をもとに作成

（人）

〇 令和７年度はの６月、７月は前年と比較して平均気温が高い傾向にあった。
〇 ５～８月の救急搬送人員数については昨年度の同様の期間と比較して同水準であった。
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９月の確定値がまで出ていない



令和７年度における熱中症対策の農林水産省の取組内容①

〇 MAFFアプリで「熱中症警戒アラート」「熱中症特別警戒アラート」が発表された際に、連動して通知するよう運用。

○ 農業者等への熱中症対策の普及啓発のため、大塚製薬(株)と連携し、リーフレットを作成するとともに、ホームセ

ンターの店舗においてデジタルサイネージを投影。

大塚製薬（株）
との連携

• 大塚製薬(株)と連携し、夏場（７
月中）に熱中症対策情報と対策ア
イテム情報をまとめたリーフレッ
トを作成、全国のコメリ店舗のデ
ジタルサイネージで投影。

デジタル
サイネージ

MAFFアプリと
熱中症特別警戒アラート

• 「熱中症警戒アラート」に加え、
「熱中症特別警戒アラート」と
の連携を開始。

• 翌日に熱中症特別警戒アラート
が発表された場合、MAFFアプリ
でも情報を確認することが可能。

啓発資材を用いた周知活動

• 農林水産省が配布している熱中
症対策ステッカー（令和７年度
28万枚配布）等を用いた注意喚
起を実施。

リーフレット
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令和７年度における熱中症対策の農林水産省の取組内容②

〇 農林水産省が運用している公式X等（MAFFアプリ・e普及だより・農業担い手メールマガジン）を活用し、農業者や

普及指導員に対して関係省庁と連携しつつ、農作業中の熱中症対策のための動画（令和６年度農作業安全総合対策推

進事業で作成）の紹介や熱中症対策アイテム、予防方法に関する情報発信・注意喚起を実施。

• 気象庁の３か月予報や熱中症対策
研修テキスト等の情報をもとに熱
中症予防啓発のための連続投稿

• 日本農業機械化協会が作成した研
修動画の周知

• 消防庁や環境省の熱中症関係投稿
や会議状況について周知・拡散。
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ラジオ番組「杉浦太陽・村上佳菜子日曜まなびより」にて、農作業中の熱中
症対策等について発信

政府広報オンライン日曜まなびよりHP

https://www.tfm.co.jp/manabiyori/
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令和７年度に発出した熱中症対策関連の主な会議・通知について

４月２日 令和７年６月１日に施行された労働安全衛生規則の改正
に伴い、労働者を雇用する農業者に対して義務付けられた
ことについて、実際の農業現場における具体的な対応とし
て活用できる「熱中症対応フロー図」のひな型について農
政局・関係団体に周知。

４月21日 令和７年度農作業安全に係る研修ガイドラインを作成し、
課長通知を発出。5月から７月を「熱中症対策研修実施強

化期間」として位置づけ、都道府県や農業関係団体を通じ
て農業者や農業法人等に熱中症対策に関する注意喚起
や周知を実施。

４月24日 高温に伴う農作物の被害防止に向けた技術指導通知を農
政局宛に発出し、熱中症対策を含む作業者の安全確保を
都道府県に対して呼びかけ。

5月26日 農政局（県拠点含む）・都道府県・農作業安全関係団体を
参集し、熱中症対策に係るWEB会議を開催。研修の実施

方法、毎月の熱中症対策研修の実績報告、熱中症対策ア
イテムの実証結果報告などを行った。

6月25日 農作業中の熱中症対策の更なる徹底について事務連絡を
発出し、６月の熱中症事故事例や研修実績、７月以降の天
候の見通しの共有を行い、熱中症対策研修の促進に関す
る呼びかけを行った。
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令和６年度 熱中症対策アイテムの農業機械士によるモニター調査につ
いて

刈払機を用いた草刈作業時の深部体温 指数の上昇を普通
作業服とファン付作業服で比較したもの。
ファン付き作業服を着用すると、未着用の場合に比べ、

深部体温の上昇を抑制する効果があるという実証結果に。※

刈払機を用いた草刈り作業時の

深部体温指数の上昇

※ 深部体温計測機器（カナリア）のリスクレベル（１～４）を深部体温指数（指数が高い方が深部体温が高
い）として示す。作業内容・作業環境によって効果は異なる可能性がある。

普通服着用時
※
２

深部体温

上昇を抑制

ファン付き作業服
着用時

調査期間：7 月 14 日～7 月 31 日に開始、連続した 60 日間

モニター協力者数：27 名（男性26 名、女性1 名）

対象地域：14 府県(青森県、栃木県、茨城県、千葉県、神奈川県、新潟県、長野県、富山県、京都府、広島県、福岡県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県)

（調査の一部を抜粋）対策アイテムと草刈り作業時のの深部体温の上昇について

日本農業機械化協会 農作業安全総合対策推進事業報告書
https://nitinoki.or.jp/bloc3/karte/r6report.pdf

調査の内容

• 熱中症対策アイテムのアンケート評価

• 作業内容や作業時間別深部体温の変化

• 朝の皮膚温度と作業中に深部体温指数

が最高値となったときの日射量との関係

• 熱中症対策アイテムの利用率

詳細はこちら

等
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労働者を雇用する農業者に対する熱中症対策の義務化

労働者への熱中症対策を義務化

• 労働者を雇用する事業者は、熱中症があった際に対
応ができるよう、以下を行い、その内容を関係作業者
に周知するように義務づけている。

• 農水省は、「熱中症」対応フローに必要事項を記載
し、事業所内に掲示するなど全ての労働者に周知す
るよう呼びかけている。

令和７年６月１日から労働者を雇用する事業者に対し、

〇労働者の熱中症の重篤化による死亡災害を防止するため、熱中症のおそれがある作業者を早期に発見し、迅速かつ適
切に対処することが必要であることから、厚生労働省は労働安全衛生規則（省令）を改正し、令和７年６月１日から
労働者を雇用する全ての事業者に対して、労働者への熱中症対策の義務付け。

〇事業者には労働者を雇用する農業者（法人、家族経営問わず）も対象となることから、農林水産省において、「張り
紙」のひな型を作成し、「熱中症」対応フローに必要事項を記載し、事業所内に掲示するなど、全ての労働者に周知
するよう都道府県や関係団体を通じて農業者に情報提供。

✓ 早期発見のための体制整備
✓ 重篤化を防止するための措置の実施手順の作成



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．啓発手法の改良

地域における農作業安全推進活動による効果を高めるため、農業機械作業や熱中

症対策に係る農業者向けの新たな啓発資料の作成や指導人材を育成するとともに、

啓発活動を通じた農業者の行動変容の状況を計測することで、より効果的な啓発手

法の構築を図ります。

２．安全診断の支援

効果的な農作業事故対策の普及を図るため、「専門家が現地で安全診断を実施し、

農作業安全上の課題を明確化した上でこれを改善するモデル事例」を創出します。

３. 地域活動の支援

都道府県段階の推進協議会等における高度な推進活動を支援し、取組の横展開

を図ります。

８－６ 持続的生産強化対策事業のうち

農作業安全総合対策推進

＜対策のポイント＞
就業者10万人当たりの死亡事故者数は11.6人と増加傾向であり、他産業に比べて高い状態が継続していることから、より実効性のある農作業安全対策

を推進するため、農業現場の安全診断を実施し、安全上の課題を改善するモデル事例を作成するとともに、地域における農作業安全に係る啓発資料の作成
や地域の推進活動を支援します。

＜事業目標＞
農作業事故による死亡者数の減少

令和８年度予算概算要求額 36百万円（前年度 31百万円）

＜事業の流れ＞

国
都道府県段階の協議会等

民間団体等
定額

（１、２の事業）

（３の事業）
定額

より効果的な啓発
手法の構築

１．啓発手法の改良

啓発活動を通じた農業者
の行動変容の状況を計測

農業者向けの新たな
啓発資料作成等 研

修
の
実
施

分

析

２．安全診断への支援

３．地域における農作業安全活動への支援

動画

動画を活用した
安全教育

農業者に向けた
農作業安全研修

協議会等における
検討会の実施

専門家による
安全診断で
課題の明確化

効果的な農作業
事故対策の普及

診断結果をもとにした
課題を改善する
モデル事例の創出

［お問い合わせ先］農産局技術普及課（03-6744-2107）15



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

我が国の夏季の気温が上昇傾向にある中、農作業における死亡事故要因のうち熱

中症の人数が増加傾向にあります。生産現場の熱中症リスクが高まっていることから、

熱中症の発症リスクを評価検証します。

① 対象地区でのバイタルデータ収集

 営農類型や地域等が異なる対象地区を設定し、農作業中の農業者のバイタル

データを収集します。

② データ分析によるリスク評価、検証

 農業者の発症予防のためのガイドラインを作成するため、収集したバイタルデータか

ら、熱中症の発生リスクを分析・可視化し、特にリスクの高い作業を明らかにする。

農作業中の熱中症発症リスクアセスメント

令和８年度予算概算要求額 20百万円（前年度 20百万円）

＜対策のポイント＞
農作業中の熱中症による死亡事故の減少に向けて、農作業中の熱中症発症リスクガイドラインを作成するための評価検証を実施します。

＜事業目標＞
農作業中の熱中症による死亡者数の減少

＜事業の流れ＞

国
委託

［お問い合わせ先］農産局技術普及課（03-6744-2107）

民間団体等

① 営農類型や地域等が異なる地域で、農作業中の農業者のバイタルデータの測定

実証のイメージ

施設栽培 果樹 稲作 畑作

② 収集したバイタルデータを
分析、熱中症の発生リス
クを検証することで、効果
的な熱中症対策を実施
することができる。

データ分析・リスクの把握

露地野菜

農作業中の熱中症発症予防のためのガイドラインの作成・活用を行い、
農作業中の熱中症による死亡者数の減少を実現

16



以下、参考資料
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○ 農耕作業用特殊車の死亡事故は転倒・転落によるものが多く、特に乗用型トラクタの死亡事故が多い状況から、農
作業安全検討会において座席ベルトの義務化の必要性が確認された。これを受け、国土交通省は車両安全対策検討会
（令和７年３月14日開催）において、農耕トラクタへの座席ベルトの義務化を提案。

○ 今後、座席ベルトの着用義務化に向けた周知について、関係団体との連携を図ることとしている。

＜道路運送車両の保安基準改正＞
公布：令和７年６月、適用日：令和９年１月１日

(公財)交通事故総合分析センターのデータより農林水産省分析
（平成23年～令和2年、1当2当合計）

車両単独
73%

車両相互
24%

その他

3%

農耕作業用特殊車における死亡事故類型別割合

農耕作業用特殊車における事故時の
座席ベルト着用状況別致死率

2%

18%

0%

4%

8%

12%

16%

20%

着用 非着用

約9倍

安全域

安全キャブ・フレームと座席ベル
トで安全域にとどまることが可能

(公財)交通事故総合分析センターのデータより
農林水産省分析
（平成23年～令和2年、1当2当合計）

座席ベルト着用は、農耕作業用特殊車の死亡事故率低下に有効
転倒・
転落

乗用型トラクター 248(66%)

歩行型トラクター 20(5%)

農用運搬車 48(13%)

自脱型コンバイン 22(6%)

動力防除機 5(1%)

その他 34(9%)

合計 377

道路走行中の機体の転倒・転落による死亡事故
平成23年～令和２年合計件数

農作業死亡事故調査（厚生労働省の「人口動態調査」の調査票
情報を利用し、農林水産省が独自集計した結果を基に作成）

乗用型トラクタでの道路走行時、座席ベルト着用を義務化

うち小型特殊車95％
大型特殊車５％

路外逸脱 56%

転倒
３%

その他
14%

追突
18%

その他
７%

農耕トラクタへの座席ベルト義務付け

適用日以降に製造された乗用型トラクタで道路走行する場合に取締り対象
となります。対象トラクタには、座席ベルト着用義務車を示すステッカーが
貼付されます。



周知チラシ

表 裏
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新しい安全性検査制度の進捗状況

○ 農作業環境の安全対策の強化として、安全な農業機械の農業現場への導入を進めるため、農林水産省では、農
業機械製造事業者等に対し、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（以下「農研機構」という）が
実施する農業機械の安全性検査（以下「安全性検査」という）の基準に準拠した農業機械の開発及び安全性検査
の受検を促してきたところ。

○ 農作業安全検討会中間とりまとめを踏まえ、農業機械安全性検査制度を見直し、令和７年４月から新たな制度
がスタート。主な変更点としては、書面審査や企業内立ち合い検査等を導入することにより受検しやすさの向上
を図ると共に、海外や他分野で装備されている安全装置の装備が新たな基準に導入された。

20

＜対象機種＞

農用トラクター（乗用型／歩行型）、田植機、コンバイン（自脱型）、乾燥機（穀物用循環型）

＜新たな安全性検査基準の主な強化点＞

○ 乗用型トラクター
• シートベルトリマインダー （シートベルト未着用時に視覚及び聴覚により警報）

• 作用部のインターロック機能 （車両が停止している際の離席によりPTO軸の駆動が停止）

○ 自脱型コンバイン、乗用型田植機

• 作用部のインターロック機能 ※2027年度から正式に基準化 出典：井関農機(株)農作業安全対策全国推進会議資料

新たな安全性検査制度の下、初めて2機種39型式が合格し、
農研機構より公表されました。（令和７年７月29日）
※トラクター：35型式、コンバイン（自脱型）：４型式

＜受検状況＞

合格機の例
BF25D

YH452R

出典：(株)クボタ、井関農機(株)、ヤンマーアグリ(株)各社より提供

MR1050HGS

https://www.naro.go.jp/laboratory/iam/contents/test/index.html

関連情報

【農研機構 農業機械研究部門】安全性検査について

【農林水産省】農作業安全関係通知

※安全性検査合格機一覧もここから。

https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_kikaika/anzen/tuti.html
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新基準
（昇降用はしごの構造要件等の追加）

乗用型トラクター

歩行型トラクター

自脱型コンバイン

乗用型田植機

乾燥機（穀物循環型）

上記以外の機種

スピードスプレヤー

～令和６年度

旧 基準

新基準
（シートベルトリマインダ、インターロック機能等の追加）

令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和10年度～

合格証の貼付は令和９年度まで

一般性能試験（旧基準等に基づき安全装備の状況を確認）

確認済みの機種は何らかの方法で公表を行う予定

新基準
（内容・時期等は検討中）

新基準
（自動速度けん制装置等の追加）

新基準
（インターロック機能等の追加）

新基準
（インターロック機能等の追加）

機 種

※１ 令和７年度から新基準を適用する５機種は、令和９年度以降に適用される機能を含めて令和７年度に基準を示し、基準適用年度以前から前倒しで受検を行えるようにする。
※２ 令和７年度以降に適用される新基準については、受験後に基準の変更があった場合、変更前の合格機への合格証の添付は基準変更年度から起算して３年度を限度とする。
※３ 上記６機種以外の機種についても、「安全性能アセスメント」等の結果を踏まえて新基準を検討し、可能なものから、順次、新基準を設定するものとする。

新しい安全性検査制度の今後

〇 令和７年４月より、乗用型トラクター等５機種を対象として、新基準での安全性検査を開始した。

〇 歩行型トラクター、自脱型コンバイン、乗用型田植機においては、令和９年度から新たな検査基準を適用。

〇 今後、スピードスプレヤー、農用運搬車、農用高所作業機を対象機種に追加するよう検討を進める。
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